
健発０３３０第１８号 

平成３０年３月３０日 

公益社団法人全日本病院協会会長殿 

厚 生 労 働 省 健 康 局 長

  （ 公 印 省 略 ）  

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法

施行規則の一部を改正する省令について 

本日公布された特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措

置法施行規則の一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第50号）により、

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則（平

成23年厚生労働省令第144号）の一部が改正されることとなりました。 

これを受け、別添のとおり各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長

あて通知いたしましたのでご連絡いたします。 

貴会におかれましても会員等への周知を図っていただきますよう、よろしくお

願いいたします。 
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                                   （別添） 

 

健発０３３０第１７号 

平成３０年３月３０日 

 

    都 道 府 県 知 事       

 各  保健所設置市長  殿 

    特 別 区 長 

 

                       厚 生 労 働 省 健 康 局 長   

（ 公 印 省 略 ） 

 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の

一部を改正する省令について 

 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部を改

正する省令（平成30年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。）により、特定Ｂ

型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則（平成23年厚生労働省

令第144号。以下「規則」という。）の一部が改正されることとなりました。 

改正省令については、本日公布され、平成30年４月１日から施行されることとなります。

貴職におかれては、その内容について十分御了知の上、各都道府県におかれては、管内市

町村を始め、管内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病

院、県医師会等の関係団体等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正省令の内容 

１ 定期検査 

  特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法（平成23年法律第126 

号）第12条第１項に規定する厚生労働省令で定める検査（以下「定期検査」という。）

について、次の表の左欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項

目の区分に応じ、一年につき同表の右欄に掲げる回数を限度として実施すること。（規

則第12条関係） 

 

定期検査 検査項目 回数 

血液学的検

査 

血球数、白血球数、血色素（ヘモグロビン）測定、ヘマトク

リット値、血小板数、末梢血液像、プロトロンビン時間測定、

活性化トロンボプラスチン時間測定、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬ

Ｔ（ＧＰＴ）、ＡＬＰ、γ―ＧＴＰ（γ―ＧＴ）、総ビリルビ

ン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ＣｈＥ、総コレ

ステロール、ＡＦＰ、ＰＩＶＫＡ―Ⅱ、ＡＦＰ―Ｌ３％、Ｈ

Ｂｅ抗原、ＨＢｅ抗体、ＨＢＶ―ＤＮＡ 

４回 
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                                   （別添） 

 

画像検査 腹部エコー ４回 

造影ＣＴ若しくは造影ＭＲＩ又は単純ＣＴ若しくは単純ＭＲ

Ｉ 

２回 

 

 

２ 受給者証の様式 

  定期検査項目の変更に伴い、受給者証の様式（３ページ）を別紙のとおり改めること

とすること。（規則様式第２号関係） 

 

第２ 施行期日 

 平成30年４月１日 
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                                        （別添） 

                                             （別紙） 

 

受給者証様式（３ページ） 

 
注意事項 

 

１  （略） 

 ２  この証を交付された方は、慢性肝炎又は肝がんの発症を確認するため①から③ま

での定期検査を受けた場合、①及び②については年４回まで、③については年２回

までは定期検査及びその診断のための費用（医科診療報酬点数表及び使用薬剤の薬

価（薬価基準）によるものに限る）の自己負担分を支払う必要はありません。 

   ①血液学的検査 

    ※血液学的検査の対象となる検査項目は、赤血球数、白血球数、血色素（ヘモ

グロビン）測定、ヘマトクリット値、血小板数、末梢
しょう

血液像、プロトロンビ

ン時間測定、活性化トロンボプラスチン時間測定、ＡＳＴ（ＧＯＴ ）、 ＡＬ

Ｔ（ＧＰＴ ）、 ＡＬＰ、γ－ＧＴＰ（γ－ＧＴ ）、 総ビリルビン、直接ビリ

ルビン、総蛋白、アルブミン、ＣｈＥ、総コレステロール、ＡＦＰ、ＰＩＶ

ＫＡ－Ⅱ、ＡＦＰ－Ｌ３％、ＨＢｅ抗原、ＨＢｅ抗体、ＨＢＶ－ＤＮＡとす

る。 

   ②画像検査（腹部エコー） 

   ③画像検査（造影ＣＴ若しくは造影ＭＲＩ又は単純ＣＴ若しくは単純ＭＲＩ） 

３～９ （略） 

 

 連絡先 

  社会保険診療報酬支払基金           （ＴＥＬ           ） 
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（号外）
独立行政法入国立印刷局

（号外第アO号）

〔
府
令
・
省
令
〕

事担

O
厚
生
労
働
省
関
係
総
合
特
別
区
域
法
第
五

十
三
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に

係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め

る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
内
閣
府
・
厚
生
労
働
二
）

〔
復
興
庁
令
・
省
令
〕

官

。
厚
生
労
働
省
関
係
東
日
本
大
震
災
復
興
特

別
区
域
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
省

令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
弐
ひ
そ
の
適
用

を
受
け
る
復
興
推
進
事
業
を
定
め
る
命
令

の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
復
興
庁
・
厚
生
労
働
一
）

金眼目平成 30年 3月 30日

省

令

O
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
総
務
一
五
）

O
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域

の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律

第
二
十
五
条
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め

る
省
令
及
び
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六

の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
一
六
）

。

F、、

O
鹿
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
第
十
条
の

地
区
等
を
定
め
る
省
令
を
廃
止
す
る
省
令

（
同
一
七
）

O
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
一
パ
）

O
消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
同
一
九
）

O
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
二

O
）

O
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
同
一
一
一
）

O
財
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
｛
財
務
四
）

O
調
査
査
察
部
等
の
所
懲
事
務
の
縮
図
を
定

め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同五）

O
国
税
局
諜
税
部
等
の
統
括
国
税
調
査
官
等

の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
純
聞
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
六
）

O
債
権
管
理
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
向
七
）
、

O
歳
入
歳
出
外
の
国
庫
内
移
換
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
八
）

O
関
税
定
準
法
施
行
規
則
及
び
関
税
問
定
措

世
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同九）

O
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
免

税
輸
入
物
品
の
譲
渡
申
告
書
等
の
様
式
を

定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（同一

O
）

O
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
財
務
・
厚
生
労
働
・
農
林
水
産
・
経
済

産
業
・
環
境
一
）

プ＂

[> 

。

一
O
教
員
資
格
認
定
試
験
規
程
の
一
部
を
改
正

一
す
る
省
令
（
文
部
科
学
七
）

一
O
国
立
大
学
法
人
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

一
正
す
る
省
令
（
同
八
）

一
O
義
務
教
育
費
国
廊
負
担
法
第
二
条
た
だ
し

一
普
及
び
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ

一
き
教
臓
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る

一
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め

一
る
政
令
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

一
令
（
同
九
、
一

O
）

一
O
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正

一
す
る
省
令
（
同
一
一
）

一
O
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
－
部
を
改

一
正
す
る
省
令
（
同
－
一
一
）

一
O
公
認
心
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

一
す
る
省
令
（
文
部
科
学
・
厚
生
労
働
二
）

一
O
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

一
る
省
令
（
厚
生
労
働
四
一
ニ
）

一
O
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部

一
を
改
正
す
る
省
令
（
同
四
凶
）

一
O
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者

一
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

一
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
四
五
）

一一一一一

O
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
同
四
六
）

O
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
同
四
七
）

O
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
間
四
八
）

O
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

れ
珂
粋
引
川
副
引
引
制

等
の
支
給
に
閲
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
五
O
）

E F匂プ可μ〈コ玉王→＝ 

一
O
介
護
保
健
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項

一
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
厚
生

一
労
働
大
医
が
定
め
る
も
の
を
定
め
る
省
令

一
を
廃
止
す
る
省
令
（
同
五
一
）

一
O
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

一
る
省
令
（
同
五
二
）

一
O
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
運
営

一
に
関
す
る
省
令
の
－
部
を
改
正
す
る
省
令

一
（
厚
生
労
働
・
農
林
水
産
・
経
済
産
業
・

一
国
土
交
通
一
）

一
O
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に

一
関
す
る
法
律
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る

一
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
示
に
関
す
る

一
省
令
の
－
部
を
改
正
す
る
省
令

一
（
厚
生
労
働
・
経
済
産
業
・
環
境
ニ
）

一
O
P
F
0
5
又
は
そ
の
塩
及
び
化
学
物
質
の

一
審
査
異
ひ
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

一
施
行
令
第
九
条
の
表
P
F
0
5
又
は
そ
の

一
嵐
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め

一
る
製
品
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め

一
る
省
令
を
廃
止
す
る
省
令
（
同
一
ニ
）

一
O
新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
並
び
に
優
先

宜
三
評
価
化
学
物
質
及
び
隠
視
化
学
物
質
に
係

一
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
省

一
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
四
）

吾
－

o国
土
交
通
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
高
齢
者

の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
厚
生
労
働
・
国
土
交
通
一
一
）

O
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た

め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
農
林
水
産
一
七
）

O
農
業
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る

省

令

（

同

一

八

）

八

六

（
以
下
次
の
ベ

l
ジ
へ
続
く
）

穴〈コ
三三"" 程昌宍琶実主

夫
F、、八

三三合
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改

後

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．

0

同
封
割
討
司
1
1
1
1
1
1
1

特
定
B
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
一
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
共
ひ
第
四
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
B
型
即
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す

る
特
別
摘
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

特
定
B
型
川
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
腿
法
砲
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
B
割
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
四
号
｝
の
一
郎
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

正

幸日

（
定
期
検
査
）

第
十
二
条
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
（
以
下
「
定
期
検
査
」
と
い
う
J

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
棚
に
掲
げ
る
定
期
検
査
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
棚
に
悶
げ
る
検
査
項
目
の

区
分
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
同
表
の
下
棚
に
掲
げ
る
回
数
を
限
度
と
し
て
実
施
す
る
．

~・
国

（附）

定
期
検
査

検
査
項
目

回
数

血
液
学
的
検
査

金曜日

赤
臨
球
数
、
白
血
球
数
．
胤
色
素
（
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
〉
測
定
、
へ
マ
ト
ク
リ
ッ

Lt 

ト
他
、
血
小
板
数
、
末
梢
血
液
像
、
プ
ロ
ト
白
ン
ピ
ン
時
間
測
定
、
活
世

化
ト
ロ
ン
ポ
プ
ラ
ス
チ
ン
時
間
測
定
、

A
S
T
（G
O
T）、

A
L
T
（G

P
T）、

A
L
P、
T
l
G
T
P
｛

7
1
G
T）
、
総
ピ
リ
ル
ピ
ン
．
直
後
ピ

リ
ル
ピ
ン
、
総
蛋
白
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
、

c
h
E、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、

A

F
P、
p
I
V
K
A
E、
A
F
P
L
3
%、
H
B
e抗
原
、

H
B
e抗

体、

H
B
V
l
D
N
A

四
回

平成 30年 3月3ο 日

略

目時

略

略

議凶
H
M
抽h
い
訓
（
潤
い
＋
治
理
菊
）

（
H
λ
l
q｝・（
N
λ
l
U）

（
臼

λ
1
w
h）

富
市
町
）

プア

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

信

改

前

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

正

（
定
期
検
査
）

第
十
二
条
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
（
以
下
「
定
期
検
査
」
と
い
う
J

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
定
期
検
査
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
検
査
項
目
の

区
分
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
同
表
の
下
側
に
掲
げ
る
回
数
を
限
度
と
し
て
実
施
す
る
。

車
検
査

略
検
査
項
目

血
液
学
的
検
査

赤
血
球
数
、
白
血
球
数
、
血
色
素
（
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
）
測
定
、
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ

し
よ
う

ト
他
、
山
小
板
数
、
末
梢
血
液
働
、
プ
ロ
ト
ロ
ン
ピ
ン
時
間
測
定
．
活
性

化
ト
ロ
ン
ポ
プ
ラ
ス
チ
ン
時
間
測
定
、

A
S
T
（G
O
T）．

A
L
T
（G

P
T）、

A
L
P、
マ
l
G
T
P

〔

γ｜
G
T）
、
総
ピ
リ
ル
ビ
ン
、
直
接
ピ

リ
ル
ピ
ン
．
総
蛋
白
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
、

c
h
E．
z
T
T
、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル、

A
F
P
．
p
I
V
K
A
E、
H
B
e抗
原
、
H
B
e抗
体
、
H
B
V

D
N
A
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日出

帯
同
月
抽
潤
い
訓
（
潤
い
十
冷
温
情
前
）

（
H
λ
l
w
h）
・
（
回

λ
l
U）

（

ω
λ
l勺）

畏

回
数

岡
田自由（附）
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この証を交付された方は、慢性肝炎又は肝がんの発症を確認するため③から③まで

の定期検査を受けた場合．①及び②については年4固まで、③については年2回まで

は定期検査及びその診断のための費用（医科診療報酬点数表及び使用薬剤の薬価（薬

価基準）によるものに限る）の自己負担分を支払う必要はありません．

①血液学的検査

※血液学的検査の対象となる検査項目は、赤血球数、白血球数、血色素（ヘモグ

ロビン）測定、へマトクリット催、血小板数、末）;f血液像、プロトロンピン

時間測定、活性化トロンポプラスチン時間測定、 AST (GOT）、 ALT(G 

P TL AL P、γ GTP （γ GT）.総ピリルピン、直接ピリルピン、総

蛋白．アルブミン、 Ch E、ZT T、総コレステロール、AF P、PJVKA 

E、HB e抗原、 HB e抗体、 HBV DNAとする。

②～③（略）

3～9 （略）

連絡先

社会保険診療報酬支払基金

2 この証を交付された方は、慢性肝炎又は肝がんの発症を確認するため①から③まで

の定期検査を受けた場合、①及び②については年4回まで．③については年2回まで

は定期検査及びその診断のための費用（医科診療報酬点数表及び使用薬剤の薬価（薬

価基準）によるものに限る）の自己負担分を支払う必要はありません．

①血波学的検査

※血液学的検査の対象となる検査項目は、赤血球数、白血球数、血色素（ヘモグ

ロビン）測定、へマトクリツト倍、血小板数、末）~＇血液像、プロトロンピン
時間測定、活性化トロンポプラスチン時間測定、 AST (GOT) •. ALT(G 

PT). AL P、r-GTP （γーGT）.総ビリルピン、直接ビリルピン、総

蛋白、アルブミン、 Ch E、総コレステロール、 AF P、PIVKA E、A

FP L3%、HB e抗原、 HB e抗体、 HB VーDNAとする。

②・③（略）

3～ 9 （目的

連絡先

社会保険診療報酬支払基金

2 ∞ r、

（世

oh・m
R求
世
T
）

(TEL (TEL 

（日本工業規格B7) 

〕
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（略）［注（略）［注5緊

藍冨

（濯！と皇室田）

同 》JG相4Ft!’時世111+一幹Elim:I田長心理宇和時a

（議倍以患い時!!Ii!摺課題）

<N ’JG知事G週明~Ell!i郡日時時>JG~串以吋坤話回程G器官（長腎1」将エド f!!!l草稿J -I! ：；.，，・ )l」吋D題E相.＋；＇.いユ時韓感包’，JG組事U吋時話回t誕El~苦情l」吋坤4'8主J ，骨却炉。
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A 世部主R軍領事ll1<同＋下附・
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時笹川十社士liJW:lll+ー由
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